
公 安 委 員 会 定 例 会 議 の 概 要

開催月日：令和５年８月２２日（火）
出 席 者
○公安委員会

板井委員長、平川委員、岩本委員
○県警察

警察本部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報通信部長、
首席監察官、警察学校長、警務部総括参事官、総務課長、監察課長、
地域課長、交通規制課長、捜査第二課次席、交通企画課次席、運転免許課聴聞官、
公安委員会補佐室長

大分県公安委員会定例会議における協議事項、大分県警察からの報告事項等
は次のとおりであり、それぞれの事項について審議を行いました。

協 議 事 項

○ 公安委員会に対する苦情の申出について（２件）
公安委員会宛に送付された苦情の申出について、その内容を確認の上、受

理するとともに、警察本部に調査を指示した。

○ 公安委員会に対する苦情の申出に関する調査結果について（３件）
警察本部から、公安委員会宛に送付された苦情の申出について、当該調査

結果の説明がなされ、協議の結果、申出人に対する回答を決定した。

○ 信号機の新設及び廃止について
警察本部から、道路交通法第４条第１項前段の規定に基づき、信号機の新

設４か所及び廃止３か所に関する上申書が提出され、協議の結果、原案のと
おり新設及び廃止を決定した。

○ 運転免許の行政処分について
警察本部から、運転免許の取消しに係る意見聴取事案等について、各事案

概要、処分内容及び被処分者の意見・弁明等についての説明がなされ、協議
の結果、原案のとおり取消処分等を決定した。

報 告 事 項

○ 監察事項について
警察本部から、警察職員の規律違反について、報告がなされた。

○ 令和５年度第１回業務監察の実施結果について
警察本部から、大分県警察の監察に関する訓令第10条の規定に基づき、５

月18日から６月30日までの間、全所属を対象として実施した令和５年度第１
回業務監察の実施結果について、報告がなされた。

○ 警察職員の職務執行に対する苦情の受理・処理結果について（令和５年７月）
警察本部から、７月末における警察職員の職務執行に対する苦情の受理・

処理結果について、報告がなされた。

○ 佐伯市鶴望における殺人未遂事件の発生・検挙について
警察本部から、佐伯市鶴望における殺人未遂事件に関し、事案概要、捜査

経過について、報告がなされた。



○ 大分市大字羽田における変死事案の発生について
警察本部から、大分市大字羽田における変死事案に関し、事案概要、捜査

経過について、報告がなされた。

○ 大分市府内町における持凶器強盗未遂の発生・検挙について
警察本部から、大分市府内町における持凶器強盗未遂事件に関し、事案概

要、捜査経過について、報告がなされた。

○ 逮捕監禁致傷事件被疑者の検挙について
警察本部から、竹田市大字会々における逮捕監禁致傷事件に関し、事案概

要、捜査経過について、報告がなされた。
公安委員から「被疑者が多数かつ他県におよぶ捜査の中、早期に検挙して

いただいた。今後の捜査も大変だと思われるがよろしくお願いしたい。」旨
の意見がなされた。

○ 行政不服審査法に基づく審査請求の受理について
警察本部から、警察本部長が行った運転免許の効力を停止する旨の処分を

受けた者から、行政不服審査法第19条第１項の規定により、審査請求が提出
され、これを専決で受理したことについて、報告がなされた。

○ 令和５年７月末の交通事故発生状況等について
警察本部から、７月末現在の交通事故発生状況、交通死亡事故の概要、取

締件数・人身事故件数・行政処分件数の推移(過去10年間)について、報告が
なされた。

公安委員から「引き続き交通事故抑止に資する取締りをお願いしたい。」
旨の意見がなされた。

○ 警察職員の援助要求に基づく派遣について
警察本部から、警察法第60条第１項の規定に基づく北海道公安委員会から

の警察職員の援助要求に対し、専決により派遣することについて、報告がな
された。

○ 第43回全国豊かな海づくり大会開催概要及び警衛警備に向けた体制構築について
警察本部から、令和６年11月、本県で開催される第43回全国豊かな海づく

り大会の開催概要及び警衛警備に向けた県警察の体制について、報告がなさ
れた。


